
令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自動車局審査・リコール課 

 

事故時の車両情報を記録するための国際基準を導入します 
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・

強化を進めています。 

今般、「事故情報計測・記録装置に係る国連規則（第160号）」が国際連合欧州経済委員会自動

車基準調和世界フォーラム（WP29）において新たに採択されたこと等を踏まえ、我が国におい

てもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなど

を目的として保安基準の改正等を行います。 

なお、１．（１）及び（２）に関する国連規則策定においては、自動車局、交通安全環境研究

所及び自動車基準認証国際化研究センターが、それら規則策定のための国連の会議の議長等を

務めながら、日本としてその策定を主導してきたところです。 

 

１．保安基準等の主な改正項目（詳細は別紙参照） 

⑴ 乗用車等には、事故時に車両に関する情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を

記録する事故情報計測・記録装置（ＥＤＲ）を備えなければならないこととする。 

      

                                        

⑵ 乗用車等には、対静止車両、対走行車両及び対歩行者の制動要件に加え、対自転車の制動

要件に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えなければならないこととする。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和３年９月３０日 

施 行 ： 令和３年９月３０日 

 

事故情報計測・記録装置（ＥＤＲ: Event Data Recorder）に係る国連規則を国内の

保安基準に導入するため、所要の法令等の整備を行います。 

問い合わせ先 

自動車局 安全・環境基準課： 山村、占部 

 電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639 

自動車局 審査・リコール課： 小出、片野 

 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640 

＜EDR の作動イメージ＞ ＜EDR の設置個所と本体＞ 
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び道路運送車両の 

保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 183 回会合において、

「事故情報計測・記録装置に係る協定規則（第 160 号）」が新たに採択された。また、「乗用車等の衝

突被害軽減ブレーキに係る協定規則（第 152 号）」、「タイヤ空気圧監視装置に係る協定規則（第 141

号）」等の改訂が採択された。 

これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67号）、道路運送車両法施行規

則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両

法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）及び道路運送車両の保安基準の細目を定める

告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行うこととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基準

について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①  乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ以下の貨物車には、事故時に車両に関す

る情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を記録する事故情報計測・記録装置（ＥＤ

Ｒ: Event Data Recorder）を備えなければならないこととする。 

【ＥＤＲの設置個所と本体】        【ＥＤＲの作動イメージ】 

 

【記録内容】                【適用日】 

新型車※    ：令和 4年 7 月 1日 

継続生産車  ：令和 8年 7 月 1日 

※⑤については令和 6年７月１日 

（異なる国連規則発行日に併せ追って別途の告示

改正が必要） 

 

 

 

記録情報の内容
（一部抜粋）

記録時間〔秒〕
（事故発生時を0秒とする）

①速度変化量 0～0.25

②車両表示速度 －5.0～0

③アクセル・ブレーキペダル踏込有無 －5.0～0

④シートベルト着用有無 －1.0

⑤衝突被害軽減ブレーキの作動状態※ －5.0～0
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②  乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ以下の貨物車には、対静止車両、対走行車

両及び対歩行者の制動要件に加え、対自転車の制動要件に適合する衝突被害軽減ブレーキを備

えなければならないこととする。 

【主な試験法】（今回（エ）を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

【適用日】新型車：令和 6 年 7月 1 日 継続生産車：令和 8 年 7 月 1日 

③ タイヤ空気圧監視装置を備えた場合の技術的な要件の適用対象に、車両総重量 3.5ｔ超えのト

ラック及びトレーラ並びに乗車定員 10 人以上のバスを追加する。 

【適用日】新型車：令和 5 年 7月 1 日 継続生産車：令和 7 年 7 月 1日 

 

⑵ 道路運送車両法施行規則の一部改正 

国土交通大臣が指定する自動車（型式指定自動車以外の自動車等）について法第 59条第１項の

規定による新規検査を申請する者が提出すべき書面に、事故情報計測・記録装置に係る基準に適合

することを証する書面を加える。 

 

⑶ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①  法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、事故情報計測・

記録装置を追加する。 

②  法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第

160 号に基づき認定された事故情報計測・記録装置を追加する。 

③ 協定規則第 141 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行う。 

 

⑷ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）第２条第２項の規定に基づき、事故情

報計測・記録装置の型式等について指定を申請する者が、保安基準適合性についての審査を受ける

に際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定めるほ

か、所要の改正を行う。 

 

⑸ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和３年９月 30 日 

 施 行：令和３年９月 30 日 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 

１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使

用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則

に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」（以下、「車両等の型式認定相互承認協定」とい

う。）である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相

互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図

ることを目的としている。 

 

２．加入状況 

令和 3 年（2021 年）9 月現在、56 か国、１地域が加入。 

    日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オー

ストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、

ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビ

ア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウクライ

ナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタ

ン、アルバニア、エジプト、ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア、ナイジェリア、パキスタン 

  （下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 

３．基準の制定・改訂 

(1) 協定に基づく規則（以下、「協定規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ29）での検討を

経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ、中国等が参加している。 

(2) 令和 3 年（2021 年）9 月現在、装置ごとに 165 の協定規則（基準）が制定されている。 

 

４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 

(1) 協定締約国は、国内で採用する協定規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した協定規則について、当該協定規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定

マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該協定規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 

 

５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は令和 3 年（2021 年）9 月現在、乗用車の制動装置、警音器等の 99 の規則を採用している。今後も、新

技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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令和3年9月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

0 国際的な車両認証制度 56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

1 前照灯    　 57 前照灯(二輪車) 114 後付エアバック

2 前照灯白熱球 58 突入防止装置 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

3 反射器 59 交換用消音器 116 盗難防止装置

4 後部番号灯 60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 117 タイヤ単体騒音

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 61 外部突起(商用車) 118 バス内装難燃化

6 方向指示器 62 施錠装置（二輪車） 119 コーナリングランプ

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 64 応急用予備走行装置 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ

9 騒音（三輪車） 65 特殊警告灯 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

10 電波妨害抑制装置 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 123 配光可変型前照灯

11 ドアラッチ及びヒンジ 67 LPG車用装置 124 乗用車ホイール

12 ステアリング機構 68 最高速度測定法 125 直接視界

13 制動装置 69 低速車の後部表示板 126 客室と荷室の仕切り

13H 制動装置（乗用車） 70 大型車後部反射器 127 歩行者保護

14 シートベルト・アンカレッジ 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 128 LED光源

15 排出ガス規制 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 129 新幼児拘束装置

16 シートベルト 73 大型車側面保護 130 車線逸脱警報装置

17 シート及びシートアンカー 74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 131 衝突被害軽減制動制御装置

18 施錠装置（四輪車） 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 132 排ガスレトロフィット

19 前部霧灯 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 133 リサイクル

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 77 駐車灯 134 水素燃料電池自動車

21 内部突起 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 135 ポール側面衝突時の乗員保護

22 ヘルメット及びバイザー 79 かじ取装置 136 電気自動車（二輪車）

23 後退灯         80 シート（大型車） 137 フルラップ前突時乗員保護　

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 81 後写鏡(二輪車) 138 車両接近通報装置

25 ヘッドレスト 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

26 外部突起(乗用車) 83 燃料要件別排出ガス規制 140 ESC（横滑り防止装置）

27 停止表示器材 84 燃費測定法 141 タイヤ空気圧監視装置

28 警音器 85 馬力測定法 142 タイヤ取付

29 商用車運転席乗員の保護 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

30 タイヤ(乗用車) 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 144 事故自動緊急通報装置

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 145 年少者用補助乗車装置取付具

32 後部衝突における車両挙動 89 速度制限装置 146 水素燃料電池自動車（二輪車）

33 前方衝突における車両挙動 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 147 連結装置（農耕用）

34 車両火災の防止 91 側方灯 148 信号灯火に係る規則

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 92 交換用消音器（二輪車） 149 照射灯火に係る規則

36 バスの構造 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 150 反射器に係る規則

37 白熱電球 94 オフセット前突時乗員保護　 151 側方衝突警報装置

38 後部霧灯 95 側突時乗員保護 152 衝突被害軽減制動制御装置

39 スピードメーター 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 153 後面衝突における燃料漏れ及び電気安全

40 排出ガス規制（二輪車） 97 警報装置及びイモビライザ 154 軽・中量車の世界統一排出ガス測定法

41 騒音（二輪車） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式) 155 サイバーセキュリティ
42 バンパー 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源 156 ソフトウェアアップデート
43 窓ガラス 100 電気自動車 157 自動車線維持機能
44 幼児拘束装置 101 乗用車のCO2排出量と燃費 158 後退時車両直後確認装置
45 ヘッドランプ・クリーナー 102 連結装置 159 低速走行時前方衝突警報装置

46 後写鏡 103 交換用触媒 160 事故情報計測・記録装置

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 104 大型車用反射材 161 施錠装置

48 灯火器の取付け 105 危険物輸送車両構造 162 イモビライザ

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ) 163 盗難発生警報装置
50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 107 二階建てバスの構造

51 騒音 108 再生タイヤ

52 小型バスの構造 109 再生タイヤ(商用車)

53 灯火器の取付け（二輪車） 110 CNG・LNG自動車
54 タイヤ（商用車） 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ
55 車両用連結装置 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２
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令和３年１１月２９日

自 動 車 局

審 査 ・リコール課

整 備 課

タカタ製エアバッグに関する車検停止措置の対象車両の追加について

１．背景
タカタ製エアバッグについては、異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生しているた

め、平成 21 年以降、総台数 2,112 万台（令和３年５月末時点）のリコールを実施していま
す。
これらのリコール対象車のうち、特に異常破裂する危険性の高い車両（※）であって、届

出から２年以上未改修のものを対象に、平成 30 年５月１日より車検停止措置を講じている
ところです。

※①エアバッグの製造管理が不適切であったもの又は②国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプ

であって生産から９年以上経過したものを搭載した車両

当該措置に関しては、生産から９年以上経過したものを順次対象に追加する必要があり、
令和２年１月に追加をしたところですが、その後、新たに上記措置の対象となるリコールが
届出られたことから、当該リコールの対象車についても同様の措置を講ずる必要があります。

２．措置の概要
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示の一部を改正する告示

（令和２年国土交通省告示第 27 号）について、以下の２件のリコールを車検停止措置対象
として追加する改正を行います。

なお、お持ちの車が今回の措置の対象になるかどうかは、各自動車メーカーのウェブサイ
ト又は各自動車メーカー窓口（別紙３）で確認できます。確認にあたっては、「車台番号」が
必要になりますので、お手元に車検証をご用意ください。

リコール

届出番号

車検停止

措置の開始日

改善措置未実施台数

(令和 3年 9月末時点)

4640 令和 4年 5月 1日 1,412 台

外-3271 令和 6年 5月 1日 391 台

【お問い合わせ先】

自動車局審査・リコール課 倉持、赤松、長岡

代表：03-5253-8111 （内線：42363）、直通：03-5253-8596

FAX：03-5253-1640

国土交通省では、タカタ製エアバッグのリコール改修を促進するため、新たに届出があった

リコールの対象車両についても車検停止措置の対象として追加します。
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連絡先 ： 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 

          ＴＥＬ ０３- ５２５３- ８１１１  内線 ４２３６１ 

アドレス ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ 

 
リ コ ー ル 届 出 一 覧 表 

 
リコール届出日：令和２年１月１６日 

リ コ ー ル 届 出 番 号 ４６４０ リ コ ー ル 開 始 日 令和２年１月１６日 

届出者の氏名又は名称 
株式会社ＳＵＢＡＲＵ          問い合わせ先：ＳＵＢＡＲＵ お客様センター 

取締役社長  中村  知美           ＳＵＢＡＲＵコール ０１２０-０５２２１５ 

不具合の部位（部品名） エアバッグ装置（インフレータ） 

基準不適合状態にあると

認める構造、装置又は性

能の状況及びその原因 

助手席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿

防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化す

ることがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそ

れがある。 

改 善 措 置 の 内 容 
全車両、助手席用エアバッグインフレータを点検し、該当するインフレータが装着さ

れているものは、インフレータを対策品に交換する。 

不 具 合 件 数 ０件 事 故 の 有 無 ０件 

発 見 の 動 機  部品メーカーからの情報による。 

自動車使用者及び自動車

分解整備事業者に周知さ

せるための措置 

・ 使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 

・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 

・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 

Ｎｏ. ４６４０のステッカーを貼付する。 

 

車名 型   式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 

リ コ ー ル 対 象 車

の台数 
備 考 

スバル 

ＬＡ－ＧＤ２ 

「インプレッサ」 

ＧＤ２－００３１９４ ～ ＧＤ２－０１１６１１ 

平成１６年 １月 ８日～平成１９年 ４月２０日 
６５３  

ＬＡ－ＧＤ３ 
ＧＤ３－００２６０５ ～ ＧＤ３－００７６９２ 

平成１６年 １月１３日～平成１９年 ４月２０日 
４０５  

ＴＡ－ＧＤＡ 
ＧＤＡ－０１４０１６ ～ ＧＤＡ－０２１５８５ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
１，２４９  

ＧＨ－ＧＤＢ 
ＧＤＢ－０２５３４７ ～ ＧＤＢ－０４２６５３ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
２，７２５  

ＤＢＡ－ＧＤＣ 
ＧＤＣ－００２００３ ～ ＧＤＣ－００２３７０ 

平成１８年 ６月 ７日～平成１９年 ４月２３日 
５８  

ＤＢＡ－ＧＤＤ 
ＧＤＤ－００２００３ ～ ＧＤＤ－００２２３０ 

平成１８年 ６月 ８日～平成１９年 ４月１３日 
３６  

ＬＡ－ＧＧ２ 
ＧＧ２－０４７５２３ ～ ＧＧ２－０８９９３７ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２４日 
４，１４９  

ＬＡ－ＧＧ３ 

ＴＡ－ＧＧ３ 

ＧＧ３－０２８７８７ ～ ＧＧ３－０５２６５５ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
２，１９０  

ＴＡ－ＧＧ９ 
ＧＧ９－０１００６０ ～ ＧＧ９－０１０２０４ 

平成１６年 １月 ７日～平成１６年 ４月２６日 
１５  

ＴＡ－ＧＧＡ 
ＧＧＡ－０１０７１７ ～ ＧＧＡ－０１５１０１ 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月１８日 
５５３  

ＤＢＡ－ＧＧＣ 
ＧＧＣ－００２００１ ～ ＧＧＣ－００４３３９ 

平成１８年 ６月 ６日～平成１９年 ４月２３日 
３６０  

別紙１
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車名 型   式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 

リ コ ー ル 対 象 車

の台数 
備 考 

スバル ＤＢＡ－ＧＧＤ 「インプレッサ」 
ＧＧＤ－００２００２ ～ ＧＧＤ－００３２８０ 

平成１８年 ６月 ８日～平成１９年 ４月２０日 
２１８  

 （計１３型式） （計１車種） 
（製作期間の全体の範囲） 

平成１６年 １月 ６日～平成１９年 ４月２４日 
（計１２，６１１台）  

（備考） 

本届出の対象範囲は、平成２７年５月２２日提出の届出番号「３５７８」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により

乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレータに交換したものについて、再度リコール届出をするものです。 

 

【注意事項】 

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 
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リコール届出一覧表 

リコール届出日：令和 3年 8月 24 日 

リ コ ー ル 届 出 番 号 外－3271 リ コ ー ル 開 始 日          令和 3年 8月 24日 

届出者の氏名又は名称 ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 
代表取締役 若松 格 

不具合の部位 

(部品名) 
その他の装置（運転席エアバッグ） 

基準不適合状態にある
と認める構造、装置又
は性能の状況及びその
原因 

運転席側エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、環境温度お
よび湿度変化の繰り返しにより推進剤（ガス発生剤）が劣化すること
がある。そのため、エアバッグ展開時にインフレ－タ内圧が異常上昇
して、インフレータ容器が破損するおそれがある。 

改 善 措 置 の 内 容 全車両、運転席側エアバッグモジュールを対策品に交換する。 

不 具 合 件 数 国内 0件 事故の有無       なし 

発 見 の 動 機 本国からの情報による。 

自動車使用者及び自動
車特定整備事業者に周
知させるための措置 

使用者：ダイレクトメール等で通知する。 
自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 
弊社 HPに掲載する。 

 

車  名 型 式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号 

(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 

リコール 

対象車の 

台数 

備 考 

シボレー 
「ABA-
KT300」 

「ソニック」 
KL1TA48EECB018592 ~    

KL1TA48ELFB200082 
平成23年6月13日～平成27年4月27日 

502  

 

(計 1 型式) (計 1 車種) 
（ 輸入期間の全体の範囲） 
平成23年6月13日～平成27年4月27日 

(計 502台)  

 

注意事項 

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 

 

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室 

      TEL03-5253-8111(内線 42361) 

            アドレス:http://www.mlit.go.jp 

製作国：米国  製作者名：ゼネラルモーターズ社 

問い合わせ先：ＧＭフリーダイヤル ＴＥＬ ０１２０－７１１－２７６ 

別紙２
 

第二章　検査業務関係

- 60 -



別
紙
３

自
動
車
メ
ー
カ
ー
問
い
合
わ
せ
先

自
動
車
メ
ー
カ
ー
名
（
五
十
音
順
）

お
問
い
合
わ
せ
先
※
１

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
Ｕ
Ｒ
Ｌ
※
２

ア
ウ
デ
ィ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

0
1
2
0
-
5
9
8
-
1
1
9

ht
tp
s:
//
w
w
w
.a
ud
i.c
o
.jp
/j
p/
w
e
b/
ja
/a
cc
es
so
ry
_s
e
rv
ic
e/
in
fo
_t
o
p/
re
ca
ll.
ht
m
l

い
す
ゞ
自
動
車
株
式
会
社

0
1
2
0
-
1
1
9
-
1
1
3

ht
tp
:/
/w
w
w
.is
uz
u.
co
.jp
/r
e
ca
ll/

Ｆ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

0
1
2
0
-
7
1
2
-
8
1
2

ht
tp
:/
/f
c
ag
ro
u
pr
e
ca
lli
n
fo
.k
ir
.jp
/
R
in
fo
/s
e
ar
c
h/
in
de
x.
ph
p

株
式
会
社
S
U
B
A
R
U

0
1
2
0
-
0
5
2
-
2
1
5

ht
tp
:/
/r
e
c
al
l.s
ub
ar
u
.c
o
.jp
/
lq
sb
/

ジ
ャ
ガ
ー
・
ラ
ン
ド
ロ
ー
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

【
ジ
ャ
ガ
ー
】

0
1
2
0
-
9
2
-
2
7
7
2

ht
tp
s:
//
w
w
w
.ja
gu
ar
.c
o
.jp
/o
w
n
er
sh
ip
/
re
c
al
l.h
tm
l

【
ラ
ン
ド
ロ
ー
バ
ー
】
0
1
2
0
-
9
2
-
2
9
9
2

ht
tp
s:
//
w
w
w
.la
nd
ro
ve
r.
c
o
.jp
/o
w
ne
rs
h
ip
/
re
ca
ll-
in
fo
rm
at
io
n.
ht
m
l

ゼ
ネ
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

0
1
2
0
-
7
1
1
-
2
7
6

ht
tp
s:
//
w
w
w
.g
m
ta
ka
ta
ai
rb
ag
.c
o
m
/p
ro
du
ct
/
pu
bl
ic
/
jp
/j
a/
ta
ka
ta
_r
e
ca
ll/
h
o
m
e.
h
tm
l

ダ
イ
ハ
ツ
工
業
株
式
会
社

0
8
0
0
-
5
0
0
-
0
1
8
2

ht
tp
s:
//
w
w
w
.d
ai
ha
ts
u
.c
o
.jp
/
in
fo
/
re
c
al
l/
se
ar
c
h/
re
ca
ll_
se
ar
c
h.
p
hp

T
e
sl
a
M
o
to
rs
J
ap
an
合
同
会
社

0
1
2
0
-
9
7
5
-
2
1
4

ht
tp
s:
//
w
w
w
.t
e
sl
a.
co
m
/j
p/
su
pp
o
rt
/a
n
nu
al
-a
n
d-
re
c
al
l-
se
rv
ic
e

ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
【
ト
ヨ
タ
】

0
8
0
0
-
7
0
0
-
7
7
0
0

ht
tp
:/
/w
w
w
.t
o
yo
ta
.c
o
.jp
/r
e
ca
ll-
se
ar
c
h/
dc
/
se
ar
ch

【
Ｌ
Ｅ
Ｘ
Ｕ
Ｓ
】

0
8
0
0
-
5
0
0
-
5
5
7
7

ht
tp
:/
/l
e
xu
s.
jp
/
re
c
al
l/

ニ
コ
ル
・
レ
ー
シ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社

0
1
2
0
-
6
9
9
-
2
5
0

ht
tp
:/
/a
lp
in
a.
co
.jp
/s
er
vi
c
es
/r
e
ca
ll/
re
ca
ll-
in
fo
rm
at
io
n/

日
産
自
動
車
株
式
会
社

0
1
2
0
-
9
4
1
-
2
3
2

ht
tp
:/
/w
w
w
.n
is
sa
n.
c
o
.jp
/R
E
C
A
L
L
/s
e
ar
c
h.
ht
m
l

ビ
ー
・
エ
ム
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
株
式
会
社

0
1
2
0
-
9
5
4
-
0
1
8

ht
tp
:/
/b
m
w
-j
ap
an
.jp
/
af
te
r-
se
rv
ic
e
/r
e
ca
ll_
se
ar
ch
.h
tm
l

日
野
自
動
車
株
式
会
社

0
1
2
0
-
1
0
6
-
5
5
8

ht
tp
:/
/w
w
w
.h
in
o
.c
o
.jp
/
j/
se
rv
ic
e/
re
c
al
l/
in
de
x.
p
hp

フ
ェ
ラ
ー
リ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

0
1
2
0
-
6
8
8
-
8
0
1

ht
tp
s:
//
au
to
.f
er
ra
ri
.c
o
m
/
ja
_J
P
/o
w
ne
rs
/c
ar
-
pa
rt
-
se
rv
ic
es
/

フ
ォ
ー
ド
モ
ー
タ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
/
P
C
I
株
式
会
社

0
1
2
0
-
1
2
5
-
1
7
5

ht
tp
:/
/w
w
w
.fo
rd
-s
er
vi
c
e.
c
o
.jp
/

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
グ
ル
ー
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

0
1
2
0
-
5
0
9
-
3
0
0

ht
tp
:/
/w
e
b.
vo
lk
sw
ag
en
.c
o
.jp
/a
ft
e
rs
er
vi
c
e/
et
c/
re
ca
ll.
h
tm
l

プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン
・
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社

0
1
2
0
-
5
5
-
4
1
0
6

ht
tp
:/
/w
w
w
.c
it
ro
e
n.
jp
/
se
rv
ic
e
s/
re
ca
ll/

本
田
技
研
工
業
株
式
会
社

H
O
N
D
A
O
F
A
M
E
R
IC
A
M
F
G
.,I
N
C
.

H
O
N
D
A
A
U
T
O
M
O
B
IL
E
(T
H
A
IL
A
N
D
)C
O
.,L
T
D
.

H
O
N
D
A
C
A
N
A
D
A
IN
C
.

0
1
2
0
-
1
1
2
-
0
1
0

ht
tp
:/
/r
e
c
al
ls
ea
rc
h
4.
ho
n
da
.c
o
.jp
/
sq
s/
r0
0
1/
R
00
10
1.
d
o
?f
n
=l
in
k.
di
sp

マ
ツ
ダ
株
式
会
社

0
1
2
0
-
3
8
6
-
9
1
9

ht
tp
s:
//
w
w
w
2
.m
az
da
.c
o
.jp
/s
er
vi
ce
/r
e
ca
ll/

第二章　検査業務関係

- 61 -



別
紙
３

自
動
車
メ
ー
カ
ー
問
い
合
わ
せ
先

網
掛
け
は
、
車
検
で
通
さ
な
い
措
置
の
対
象
と
な
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
な
り
ま
す
。

※
１
お
持
ち
の
車
が
今
回
の
措
置
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
の
確
認
は
、
検
索
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
ご
確
認
頂
く
か
、
各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
２
各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、
お
持
ち
の
車
の
リ
コ
ー
ル
届
出
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
で
き
ま
す
。「
車
台
番
号
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
お

手
元
に
車
検
証
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

三
菱
自
動
車
工
業
株
式
会
社

0
1
2
0
-
3
2
4
-
8
6
0

ht
tp
s:
//
re
ca
ll.
m
it
su
bi
sh
i-

m
o
to
rs
.c
o
.jp
/R
e
ca
ll/
js
pf
o
rw
ar
d.
do
?p
ag
e=
/s
ea
rc
hr
e
ca
lls
ta
tu
s.
js
p&
pr
e
fi
x=

メ
ル
セ
デ
ス
・
ベ
ン
ツ
日
本
株
式
会
社

0
1
2
0
-
0
8
6
-
8
8
0

ht
tp
:/
/w
w
w
.m
er
c
ed
e
s-
be
nz
.jp
/
m
ys
e
rv
ic
e/
re
ca
ll/
se
ar
ch
/i
n
de
x.
h
tm
l

Ｕ
Ｄ
ト
ラ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

0
1
2
0
-
6
7
-
2
3
0
1

ht
tp
s:
//
re
ca
ll
se
ar
ch
.u
dt
ru
ck
s.
co
m/

第二章　検査業務関係

- 62 -



 

令 和 ４ 年 １ 月 ７ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自動車局審査・リコール課 

 

リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)の要件を導入します 
～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・

強化を進めています。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、リスク軽減

機能の性能要件を追加する国連規則の改正が合意されたこと等を踏まえ、我が国においても、

改正された国連規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改

正等を行います。この国連規則は、我が国が平成28年に世界で初めてこのような機能について

要件化したガイドラインをベースに策定されています。 

 

１．主な改正項目（詳細は別紙参照） 

⑴ 運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動

車（二輪自動車及び特殊な自動車を除く。）について、国連規則第 79 号の要件を適用する。 

      

⑵ 重量車の燃費試験法として、より走行実態に即した燃費値を測定するため、新たに JH25

モード法を定める。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和４年１月７日 

施 行 ： 令和４年１月７日 

 

 

リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)に関する国連規則を国内の保安基

準の詳細規定に導入するため、所要の法令等の整備を行います。 

問い合わせ先 

自動車局 安全・環境基準課：【1.(1)関係】山村、辰野 

              【1.(2)関係】谷倉、大江 

 電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639 

自動車局 審査・リコール課： 小出、片野 

 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640 

＜リスク軽減機能の作動イメージ＞ 
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装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の 

保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「国

連規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（以下「WP29」という。）第 184 回

会合において、「かじ取装置に係る国連規則（第 79 号）」、「水素燃料自動車の安全基準に係る国連規

則（第 134 号）」等の改訂が採択された。 

これらの状況等を踏まえ、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）及び道路運送車両の

保安基準の細目を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行う

こととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 装置型式指定規則の一部改正 

国連規則第 79 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行うほか、所要の改正を行う。 

 

⑵ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動車

（※１）について、国連規則第 79号の要件を適用する。 

【作動イメージ・要件例】        【バス車両の追加要件】 

  

 

 

 

【適用日】 

新型車   ：令和５年９月１日 

継続生産車  ：令和７年９月１日 

 

② 圧縮水素ガスを燃料とする重量車（※２）には、事故時の消防・救急活動等の際に、当該車を

識別する目的として、国連規則第 134 号に規定されたラベルを車体の指定された箇所に貼付し

なければならないこととする。 

【適用日】新型車：令和４年９月１日 継続生産車：令和６年９月１日 

③ 重量車（※２）の燃費試験法として、新たに JH25 モード法（※３）を定める。 
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※１ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動

車並びに小型特殊自動車を除く。 

※２ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって車

両総重量が 3.5ｔを超える自動車に限る。 

※３ より走行実態に即した燃費値を測定するため、従来の燃費試験法から以下の点を変更する。 

⑴ エンジン試験時の測定点数（トルクと回転数に応じた燃費の測定条件）の追加 

⑵ 空気抵抗、転がり抵抗の実測値の反映 

⑶ 走行実態に応じた都市間走行比率、積載・乗車比率の見直し 

 

⑶ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

⑵①の改正について令和５年９月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

 

 

⑷ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和４年１月７日 

 施 行：令和４年１月７日 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 

１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使

用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則

に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」（以下、「車両等の型式認定相互承認協定」とい

う。）である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相

互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図

ることを目的としている。 

 

２．加入状況 

令和４年（2022 年）１月現在、56 か国、１地域が加入。 

    日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オー

ストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、

ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビ

ア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウクライ

ナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタ

ン、アルバニア、エジプト、ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア、ナイジェリア、パキスタン 

  （下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 

３．基準の制定・改訂 

(1) 協定に基づく規則（以下、「国連規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ29）での検討を

経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ、中国等が参加している。 

(2) 令和４年（2022 年）１月現在、装置ごとに 165 の国連規則（基準）が制定されている。 

 

４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 

(1) 協定締約国は、国内で採用する国連規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した国連規則について、当該国連規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定

マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該国連規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 

 

５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は令和 4 年（2022 年）1 月現在、乗用車の制動装置、警音器等の 99 の国連規則を採用している。今後

も、新技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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令和4年1月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

0 国際的な車両認証制度 56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

1 前照灯    　 57 前照灯(二輪車) 114 後付エアバック

2 前照灯白熱球 58 突入防止装置 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

3 反射器 59 交換用消音器 116 盗難防止装置

4 後部番号灯 60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 117 タイヤ単体騒音

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 61 外部突起(商用車) 118 バス内装難燃化

6 方向指示器 62 施錠装置（二輪車） 119 コーナリングランプ

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 64 応急用予備走行装置 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ

9 騒音（三輪車） 65 特殊警告灯 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

10 電波妨害抑制装置 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 123 配光可変型前照灯

11 ドアラッチ及びヒンジ 67 LPG車用装置 124 乗用車ホイール

12 ステアリング機構 68 最高速度測定法 125 直接視界

13 制動装置 69 低速車の後部表示板 126 客室と荷室の仕切り

13H 制動装置（乗用車） 70 大型車後部反射器 127 歩行者保護

14 シートベルト・アンカレッジ 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 128 LED光源

15 排出ガス規制 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 129 新幼児拘束装置

16 シートベルト 73 大型車側面保護 130 車線逸脱警報装置

17 シート及びシートアンカー 74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 131 衝突被害軽減制動制御装置

18 施錠装置（四輪車） 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 132 排ガスレトロフィット

19 前部霧灯 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 133 リサイクル

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 77 駐車灯 134 水素燃料電池自動車

21 内部突起 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 135 ポール側面衝突時の乗員保護

22 ヘルメット及びバイザー 79 かじ取装置 136 電気自動車（二輪車）

23 後退灯         80 シート（大型車） 137 フルラップ前突時乗員保護　

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 81 後写鏡(二輪車) 138 車両接近通報装置

25 ヘッドレスト 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

26 外部突起(乗用車) 83 燃料要件別排出ガス規制 140 ESC（横滑り防止装置）

27 停止表示器材 84 燃費測定法 141 タイヤ空気圧監視装置

28 警音器 85 馬力測定法 142 タイヤ取付

29 商用車運転席乗員の保護 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

30 タイヤ(乗用車) 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 144 事故自動緊急通報装置

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 145 年少者用補助乗車装置取付具

32 後部衝突における車両挙動 89 速度制限装置 146 水素燃料電池自動車（二輪車）

33 前方衝突における車両挙動 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 147 連結装置（農耕用）

34 車両火災の防止 91 側方灯 148 信号灯火に係る規則

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 92 交換用消音器（二輪車） 149 照射灯火に係る規則

36 バスの構造 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 150 反射器に係る規則

37 白熱電球 94 オフセット前突時乗員保護　 151 側方衝突警報装置

38 後部霧灯 95 側突時乗員保護 152 衝突被害軽減制動制御装置

39 スピードメーター 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 153 後面衝突における燃料漏れ及び電気安全

40 排出ガス規制（二輪車） 97 警報装置及びイモビライザ 154 軽・中量車の世界統一排出ガス測定法

41 騒音（二輪車） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式) 155 サイバーセキュリティ
42 バンパー 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源 156 ソフトウェアアップデート
43 窓ガラス 100 電気自動車 157 自動車線維持機能
44 幼児拘束装置 101 乗用車のCO2排出量と燃費 158 後退時車両直後確認装置
45 ヘッドランプ・クリーナー 102 連結装置 159 低速走行時前方衝突警報装置

46 後写鏡 103 交換用触媒 160 事故情報計測・記録装置

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 104 大型車用反射材 161 施錠装置

48 灯火器の取付け 105 危険物輸送車両構造 162 イモビライザ

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ) 163 盗難発生警報装置
50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 107 二階建てバスの構造

51 騒音 108 再生タイヤ

52 小型バスの構造 109 再生タイヤ(商用車)

53 灯火器の取付け（二輪車） 110 CNG・LNG自動車
54 タイヤ（商用車） 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ
55 車両用連結装置 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２
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「「自動車の用途等の区分について（依命通達）」の細部取扱いについて」（平成 
１３年４月６日付け国自技第５０号）の一部改正について 

 
令 和 ４年 ３月 
整 備 課 

 
〈改正の概要〉 

１．キャンピング車の構造要件について 

現行のキャンピング車の構造要件は、平成 13 年４月に施行し、現在まで運

用しているところ。 

今般のコロナ禍によりアウトドアレジャーが見直され、キャンピング車の

利用方法も多様性が求められているところ、現在の使用状況を鑑み、以下２

点について構造要件を見直す改正を行うこととした。 

（１）水道設備及び炊事設備を利用するための床面高さ 

従来、水道設備及び炊事設備を有効に利用できる床面高さとして 1,600mm

以上有することを規定していたが、座って使用する等、比較的低い位置にあ

る水道設備及び炊事設備を利用する場合があることから、これらについては

有効に利用できる床面高さを 1,200mm 以上と改正することとする。 

（２）就寝設備の数 

従来、キャンピング車の構造要件として、２名分以上の就寝設備を有する

ことを規定していたが、今般のコロナ禍により最少人数でキャンピング車を

利用する場面が増加しており、これらの場合には１名分の就寝設備であって

も、車室内に居住する目的を達成するのに適切な設備を有すると認められる

ことから、キャンピング車の就寝設備を１名分以上と改正することとする。 

 

 

２．その他特種用途自動車の構造要件について 

昨今の特種用途自動車の使用状況を鑑み、所要の改正を行うこととする。 

 

 

〈改正スケジュール〉 

本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 
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1/
8 

 

「
自

動
車
の
用

途
等
の
区

分
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成

13
年

4
月

6
日
国
自
技
第

50
号
）
新
旧
対
照
表

 
 

平
成

13
年

4
月

6
日
国
自
技
第

50
号

 
改
正

令
和

4
年

3
月

1
日

国
自

整
第

27
8
号

 
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

 
新
 

旧
 

 １
 
用
途

区
分

通
達

４
－

１
－

１
の
自

動
車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

電
波

監
視

車
 

 
総

務
省

に
お

い
て

使
用

す
る

自
動
車
の
う
ち
、
不
法

に
開

設
さ

れ
た

無
線

局
の

探
査

の
た

め
に

使
用

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る
構
造
上
の
要
件

を
満

足
し

て
い

る
も

の
を

い
う

。
 

１
（

略
）
 

２
 

保
安

基
準

第
4
9
条

の
規

定
に

適
合

す
る

警
光

灯

（
格

納
式

、
着

脱
式

又
は

自
動

車
の
外
形
上
に
設
置

さ
れ

て
い

な
い

も
の

を
除

く
。
）

及
び

サ
イ

レ
ン

を

有
す

る
こ

と
。
 

（
略
）
 

 ２
 
用
途

区
分

通
達

４
－

１
－

２
の
自

動
車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

医
療

防
疫

車
 

 
国

、
地

方
自

治
体

、
日

本
赤

十
字
社

又
は
医
療
法
に

基
づ

く
病

院
若

し
く

は
診

療
所

等
（
こ

れ
ら
の
団
体
に

よ
り
構
成

さ
れ

る
中

小
企

業
等

協
同
組

合
を
含
む
）
に

（
略
）
 

 １
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
１
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

電
波

監
視

車
 

 
総
務
省
に
お
い
て
使
用
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
不
法

に
開

設
さ

れ
た

無
線

局
の

探
査

の
た

め
に

使
用

す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件

を
満
足
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

１
（
略
）
 

２
 

保
安

基
準

第
4
9
条

の
規

定
に

適
合

す
る

警
光

灯

及
び
サ
イ
レ
ン
を
有
す
る
こ
と
。
 

  

（
略
）
 

 ２
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
２
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

医
療

防
疫

車
 

 
国
、
地
方
自
治
体
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
医
療
法
に

基
づ
く
病
院
若
し
く
は
診
療
所
等
（
こ
れ
ら
の
団
体
に

よ
り

構
成
さ
れ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
を
含
む
）
に

（
略
）
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新
 

旧
 

お
い

て
、
健
康

診
断

、
治
療
等

の
た
め

、
又
は
獣
医
療

法
に

基
づ

く
診

療
施

設
の

開
設

の
届
出

を
し
た
者
が
、

動
物

の
治

療
等

の
た

め
に

使
用

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満
足
し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
 

１
 

健
康

診
断

、
治

療
等

の
用

に
供
す
る
椅
子
又
は
寝

台
を

有
し

、
か

つ
、
医
師

又
は

看
護
師

等
が
作
業
を

行
う
の
に

必
要

な
空

間
を

有
し

て
い
る
こ
と
。
 

２
 

健
康

診
断

、
治

療
等

の
用

に
供
す

る
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影

装
置

、
検

眼
装

置
又

は
心

電
図
測
定
装
置
等
を

有
す

る
こ

と
。
 

な
お

、
他

の
部

位
と

明
確

に
区

別
が
で
き
る
専
用

の
設

置
場

所
を

有
す

る
場

合
に

は
、
脱
着
式
で
あ
っ

て
も
よ
い

。
 

３
～

６
（

略
）
 

 ３
－
２
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
２

）
の

自
動

車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

患
者

輸
送

車
 

医
療

機
関

等
に

お
い

て
医

療
等

の
提

供
を

受
け

る

者
（

以
下
「
患

者
等

」
と

い
う
。
）
を
輸

送
す
る
自
動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
構
造
上
の
要
件
を
満

足
し

て
い

る
も

の
を

い
う

。
 

な
お

、
特

種
な

目
的

に
使

用
す

る
た
め
の
床
面
積
を

算
定

す
る

た
め

の
設

備
に

は
、

寝
台
又

は
担
架
の
他
、

（
略
）
 

・
上

記
を

除
き

、
複

数
の

位
置

で
担

架

を
固

定
す

る
た

め

の
固

定
装

置
は

、

そ
の

す
べ

て
を

特

お
い
て
、
健
康
診
断
、
治
療
等
の
た
め
、
又
は
獣
医
療

法
に
基
づ
く
診
療
施
設
の
開
設
の
届
出
を
し
た
者
が
、

動
物

の
治

療
等

の
た

め
に

使
用

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満
足
し
て

い
る
も
の
を
い
う
。
 

１
 
健
康
診
断
、
治
療
等
の
用
に
供
す
る
椅
子
又
は
寝

台
を
有
し
、
か
つ
、
医
師
又
は
看
護
婦
等
の
用
に
供

す
る
椅
子
を
有
す
る
こ
と
。
 

２
 
健
康
診
断
、
治
療
等
の
用
に
供
す
る
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影
装
置
、
検
眼
装
置
又
は
心
電
図
測
定
装
置
等
を

有
す
る
こ
と
。
 

   ３
～
６
（
略
）
 

 ３
－

２
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
２
）
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

患
者

輸
送

車
 

医
療

機
関

等
に

お
い

て
医

療
等

の
提

供
を

受
け

る

者
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
を
輸
送
す
る
自
動
車

で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満

足
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

な
お
、
特
種
な
目
的
に
使
用
す
る
た
め
の
床
面
積
を

算
定
す
る
た
め
の
設
備
に
は
、
寝
台
又
は
担
架
の
他
、

（
略
）
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

患
者

等
１

人
に

つ
き

介
護

人
１

人
ま

で
の

乗
車

設
備

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合
に
お
け
る
介
護

人
の

乗
車

設
備

は
、
１
の

設
備

の
近
く

に
設
け
ら
れ
て

い
る

こ
と

。
 

ま
た

、
用

途
区

分
通

達
４

－
１
(
3
)の

規
定
は
、
本
車

体
の

形
状

に
は

適
用

し
な

い
も

の
と
す

る
。
 

１
～

５
（

略
）
 

６
 

物
品

積
載

設
備

を
有

し
て

い
な
い
こ
と
。
 

      

種
な

目
的

に
使

用

す
る

た
め

の
面

積

を
算

定
す

る
た

め

の
設

備
に

含
む

も

の
と

す
る
。
 

・
患

者
等

の
看

護

の
た

め
に

必
要

な

薬
品

等
を

収
納

す

る
棚

等
が

設
置

さ

れ
た

部
分

に
つ

い

て
は

、
物

品
積

載

設
備

に
は

該
当

し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 ３
－

３
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
３

）
の

自
動

車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

検
査

測
定

車
 

 
検

査
、
検

定
、
観

測
、
計
測

、
実

験
等
（
以
下
「
検

査
等

」
と

い
う

。
）
を

行
う

た
め

に
使
用

す
る
自
動
車
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造
上

の
要
件
を
満
足

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
な
お

、
国

、
地

方
自
治
体
又

は
調

査
研

究
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
立

し
た

一
般

社
団

法
人

若
し

く
は

一
般

財
団
法

人
が
、
検
査
等

を
行

う
た

め
に

使
用

す
る

被
牽

引
自

動
車

に
あ

っ
て

（
略
）
 

・
ル
ー
フ
ラ
ッ
ク
・

キ
ャ

リ
ア

等
の

各

種
ラ
ッ
ク
類
、
ボ
ン

ネ
ッ

ト
、

ト
ラ

ン

ク
、
屋
根
本
体
及
び

こ
れ

ら
に

類
す

る

患
者

等
１

人
に

つ
き

介
護

人
１

人
ま

で
の

乗
車

設
備

を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
介
護

人
の
乗
車
設
備
は
、
１
の
設
備
の
近
く
に
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
 

ま
た
、
用
途
区
分
通
達
４
－
１
(
3
)の

規
定
は
、
本
車

体
の
形
状
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

１
～
５
（
略
）
 

６
 
物
品
積
載
設
備
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。
 

      

     （
新

設
）
 

        

 ３
－
３
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
３
）
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

検
査

測
定

車
 

 
検
査
、
検
定
、
観
測
、
計
測
、
実
験
等
（
以
下
「
検

査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満
足

し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
な
お
、
国
、
地
方
自
治
体
又

は
調

査
研

究
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
立

し
た

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
、
検
査
等

を
行

う
た

め
に

使
用

す
る

被
牽

引
自

動
車

に
あ

っ
て

（
略
）
 

（
新

設
）
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8 

 

新
 

旧
 

は
、
１
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
 

１
 

検
査

等
を

行
う

の
に

必
要

な
機

械
器

具
又

は
デ

ー
タ

処
理

装
置

を
有

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、
検
査

等
を

行
う

の
に

必
要
な
機
械
器
具

を
構

成
す

る
セ

ン
サ

ー
、
ア
ン

テ
ナ
等
、
検
出
部
は

自
動

車
の

車
室

外
に

設
置

、
展

開
し
て
使
用
す
る
も

の
で

あ
っ

て
も

よ
い

。
こ

の
場

合
に
お
い
て
、
特
種

な
目

的
に

使
用

す
る

た
め

の
面

積
に
は
、
車
室
外
に

お
い

て
検

出
部

を
調

整
す

る
た

め
に

自
動

車
の

車

体
外

表
面

に
設

置
さ

れ
た

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
含

め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

な
お

、
ノ

ギ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
メ

ー
タ
等
、
手
に
持

っ
て

検
査

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る
機
械
器
具
は
、

こ
の

場
合

の
検

査
等

に
必

要
な

機
械

器
具

に
該

当

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

１
の

作
業

ス
ペ

ー
ス

が
屋

根
部

に
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

作
業

ス
ペ

ー
ス
に

至
る

た
め

の
安
全

に
昇

降
で

き
る
階

段
、

は
し

ご
等

を

有
し

て
い
る

こ
と
。

 

３
～

４
（

略
）
 

部
位
は
、
１
「
自
動

車
の

車
体

外
表

面

に
設

置
さ

れ
た

作

業
ス
ペ
ー
ス
」
に
該

当
し

な
い

も
の

と

す
る
。
 

 ３
－

４
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
４

）
の

自
動
車
 

は
、
１
に
掲
げ
る
要
件
を
満
足
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
 

１
 

検
査

等
を

行
う

の
に

必
要

な
機

械
器

具
又

は
デ

ー
タ
処
理
装
置
を
有
す
る
こ
と
。
 

        

な
お
、
ノ
ギ
ス
、
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
等
、
手
に
持

っ
て
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
械
器
具
は
、

こ
の

場
合

の
検

査
等

に
必

要
な

機
械

器
具

に
該

当

し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
新

設
）
 

   ２
～
３
（
略
）
 

 ３
－
４
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
４
）
の
自
動
車
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新
 

旧
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

キ
ャ

ン
ピ

ン

グ
車
 

車
室

内
に

居
住

し
て

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満

足
し
て
い

る
も

の
を

い
う
。
 

１
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
就

寝
設

備
を

車
室
内

に
有
す

る
こ
と
。
 

(
1
)
就

寝
設
備

の
数
 

乗
車

定
員

の
３

分
の

１
以

上
（

端
数

は
切

り
捨

て
る

こ
と

と
し

、
乗

車
定

員
２

人
以

下
の

自
動

車

に
あ

っ
て

は
１

人
以

上
）

の
大

人
用

就
寝

設
備

を

有
す

る
こ
と

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
大

人
用

就
寝

設
備

を
少

な
く

と
も

１
人

分
以

上
有

し
て

い
る

場
合

は
、

子

供
用

就
寝

設
備

２
人

分
を

も
っ

て
大

人
用

就
寝

設

備
１

人
分
と

見
な
す

こ
と
が
で

き
る

。
 

(
2
)
～

(
5
)（

略
）
 

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
水

道
設

備
及

び
炊
事

設
備
を

有
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
水

道
設
備
 

水
道

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

イ
（
略

）
 

ウ
 

洗
面

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

位
置

（
洗

面
台

等

（
略
）
 

・
２

(
1)

エ
及

び
２

(
2
)
ク

に
お

い
て

、

「
空

間
を

有
し

て

い
る

こ
と

。
」

と
あ

る
の

は
、
キ

ャ
ン
プ

時
に

お
い
て

、
車
室

を
拡

張
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
構

造

の
も

の
で
あ

っ
て
、

展
開

し
た

状
態

に

お
い

て
２

(
1)

エ
及

び
２

(
2)

ク
で

規
定

す
る

有
効

高
さ

を

満
足

す
る

場
合

を

含
む

も
の
と

す
る
。
 

      ・
乗

車
設

備
、
構
造

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

キ
ャ
ン
ピ
ン

グ
車
 

車
室

内
に

居
住

し
て

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満

足
し
て
い

る
も

の
を

い
う
。
 

１
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
就

寝
設

備
を

車
室
内

に
有
す

る
こ
と
。
 

(
1
)
就

寝
設
備

の
数
 

乗
車

定
員

の
３

分
の

１
以

上
（

端
数

は
切

り
上

げ
る

こ
と

と
し

、
乗

車
定

員
３

人
以

下
の

自
動

車

に
あ

っ
て

は
２

人
以

上
）

の
大

人
用

就
寝

設
備

を

有
す

る
こ
と

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
大

人
用

就
寝

設
備

を
２

人
分

以
上

有
し

て
い

る
場

合
は

、
子

供
用

就
寝

設

備
２

人
分

を
も

っ
て

大
人

用
就

寝
設

備
１

人
分

と

見
な

す
こ
と

が
で
き

る
。
 

(
2
)
～
(
5
)（

略
）
 

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
水

道
設

備
及

び
炊
事

設
備
を

有
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
水

道
設
備
 

水
道

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

イ
（
略

）
 

ウ
 

洗
面

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

位
置

（
洗

面
台

等

（
略
）
 

・
２

(
1)

ウ
及

び
２

(
2
)
キ

に
お

い
て

、

「
上

方
に

は
有

効

高
さ

1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空

間
を

有
し

て

い
る

こ
と

。
」

と
あ

る
の

は
、
キ

ャ
ン
プ

時
に

お
い
て

、
車
室

を
拡

張
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
構

造

の
も

の
で
あ

っ
て
、

展
開

し
た

状
態

に

お
い

て
洗

面
台

等

又
は

調
理

台
等

を

利
用

す
る

た
め

の

床
面

か
ら

上
方

に

有
効

高
さ

1
,
6
0
0m
m

以
上

の
空

間
を

有

す
る

こ
と

と
な

る

場
合

を
含

む
も

の

と
す

る
。
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

に
正

対
し
て

使
用
で

き
、
か
つ

、
洗

面
台

等
と

利
用

者
の
間

に
他
の

設
備
等
が
な

く
、
か

つ
、

洗
面

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

が
そ

の

他
の

床
面

と
の

間
に

著
し

い
段

差
を

有
し

て

い
な

い
こ
と

を
い
う

。
）

に
あ

る
こ

と
。
 

エ
 

洗
面

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

上
方

に
は
有

効
高
さ
1
,
6
0
0㎜

（
洗

面
台

等
の

上
端
（
蛇

口
、
レ

バ
ー
及

び
浄

水
器

等
、
水
を

供
給

す
る
構

造
を
除

く
。
）
が

、
こ

れ
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
か

ら
上

方
に

8
5
0
m
m
以

下

の
場

合
に
あ

っ
て
は
1
,
2
0
0m
m
）
以

上
の
空

間

を
有

し
て
い

る
こ
と

。
 

(
2
)
炊

事
設
備
 

炊
事

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

カ
（
略

）
 

キ
 

調
理

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
位
置
（

調
理
台
・
コ

ン
ロ

等
に
正

対
し
て

使
用
で
き

、
調

理
台
・
コ

ン
ロ

等
と

利
用

者
の

間
に

他
の

設
備

等
が

な

く
、
か
つ

、
調
理

台
・
コ

ン
ロ

等
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
が

そ
の

他
の

床
面

と
の

間
に

著

し
い

段
差
を

有
し
て

い
な
い
こ

と
を

い
う

。
）

に
あ

る
こ
と

。
 

ク
 

調
理

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

要
件

で
規

定
す

る

設
備
（

二
層

構
造
の

上
層

部
分

に
設

け

る
就

寝
設

備
を

除

く
。
）

及
び

そ
の

他

構
造

要
件

で
規

定

さ
れ

て
い

な
い

任

意
の

設
備

と
兼

用

で
あ

る
部
位

は
、
６

「
専

用
の

収
納

場

所
」
に

該
当

し
な
い

も
の

と
す
る

。
 

に
正

対
し
て

使
用
で

き
、
か
つ

、
洗

面
台

等
と

利
用

者
の

間
に

他
の

設
備

等
が

な
い

こ
と

を

い
う

。
）
に
あ

り
、
か

つ
、
こ

れ
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
か

ら
上

方
に

は
有

効
高

さ

1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空
間

を
有
し

て
い

る
こ

と
。
 

（
新

設
）
 

      (
2
)
炊

事
設
備
 

炊
事

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

カ
（
略

）
 

キ
 

調
理

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
位
置
（

調
理
台
・
コ

ン
ロ

等
に
正

対
し
て

使
用
で
き

、
か

つ
、
調

理

台
・

コ
ン

ロ
等

と
利

用
者

の
間

に
他

の
設

備

等
が

な
い
こ

と
を
い

う
。
）
に
あ

り
、
か

つ
、

こ
れ

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

上
方

に

は
有

効
高

さ
1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空

間
を

有
し

て
い

る
こ
と

。
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

上
方

に
は
有

効
高
さ
1
,
6
0
0㎜

（
調

理
台

等
の

上
面

が
、

こ
れ

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か

ら
上

方
に

8
5
0
m
m
以

下
の

場
合

に
あ

っ
て

は

1
,
2
0
0
m
m
）

以
上

の
空

間
を

有
し

て
い

る
こ

と
。
 

(
3
)
（

略
）
  

３
～

５
（
略

）
 

６
 

脱
着

式
の

設
備

は
、

走
行

中
の

振
動

等
に

よ
り

移
動

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
所

定
の

場
所

に
確

実

に
収

納
又

は
固

縛
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ

る
こ

と
。
 

ま
た

、
専

用
の

収
納

場
所

を
有

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、「

特
種

な
設

備
の
占

有
す

る
面

積
」
に

当

該
収

納
場

所
の

占
め

る
面

積
を

、
脱

着
式

の
設

備

を
当

該
格

納
場

所
に

格
納

す
る

面
積

を
上

限
と

し

て
、
加

え
る

こ
と
が

で
き
る
も

の
と

す
る

。
 

７
（

略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ
 

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
被

け
ん

引

自
動

車
で

あ
っ

て
、
キ
ャ

ン
プ

時
に
お

い
て
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
構

造
上

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
 

１
（

略
）

 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る

水
道

設
備

及
び

炊
事

設
備

を
有

し
、
車
室

内
に

水
道
設
備
の
洗
面
台

（
略
）
 

     (
3
)
（

略
）
 

３
～

５
（
略

）
 

６
 

脱
着

式
の

設
備

は
、

走
行

中
の

振
動

等
に

よ
り

移
動

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
所

定
の

場
所

に
確

実

に
収

納
又

は
固

縛
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ

る
こ

と
。
 

     ７
（

略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ
 

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
被

け
ん

引

自
動
車
で
あ
っ
て
、
キ
ャ
ン
プ
時
に
お
い
て
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
構

造
上

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

も
の

を
い
う
。
 

１
（

略
）

 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る

水
道

設
備

及
び

炊
事
設
備
を
有
し
、
車
室
内
に
水
道
設
備
の
洗
面
台

（
略
）
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新
 

旧
 

等
及

び
炊

事
設

備
の

調
理

台
等

並
び

に
コ

ン
ロ

等

の
設

備
を

有
し

て
い

る
こ

と
。
 

水
道

設
備

及
び

炊
事

設
備

の
要

件
は
、
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ

車
の

構
造

要
件

２
(
1
)
、

(
2
)
、

(
3
)
を

準
用

す

る
。
 

な
お

、
２
（
1
）
エ
及

び
（
2）

ク
中
括
弧
内
は
適

用
し

な
い

。
 

附
則
（
令
和

4
年

3
月

1
日
国

自
整
第

27
8
号
）
 

１
本

改
正

規
定

は
、
令
和

4
年

4
月

1
日
か

ら
適

用
す

る
。
 

２
改

正
前
に

登
録

を
受

け
て
い

る
自

動
車

又
は

車
両

番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
自
動
車
に

あ
っ

て
は
、
本

通
達
で

定
め
る

自
動

車
の

構
造

要
件

に
関
し
、
そ
の
自
動
車
の
構
造
・
装
置

に
変

更
が

な
い

限
り

に
お

い
て

、
な
お

従
前

の
例

に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

等
及

び
炊

事
設

備
の

調
理

台
等

並
び

に
コ

ン
ロ

等

の
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 

水
道
設
備
及
び
炊
事
設
備
の
要
件
は
、
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ

車
の

構
造

要
件

２
(
1
)
、

(
2
)
、

(
3
)
を

準
用

す

る
。
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令和４年３月４日

キャンピング車等構造要件
見直しのおしらせ

今般、キャンピング車等の構造要件について、見直しを
おこない、新しい構造要件を令和４年４月１日より適用し
ます。見直しの内容は以下の通りです。

四国運輸局

詳しくは、以下URLをご確認ください。

① 水道・炊事設備を利用する床面の有効高さ見直し

② 就寝設備の最低数の見直し

③ その他特種用途自動車の構造要件見直し

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_2.htm

着座姿勢で利用可能な水道・炊事設備※について、これらを利用す
るための床面高さを１，２００ｍｍ以上としました。

乗車定員５名以下の自動車について、最低限必要な就寝設備を
大人１名分に変更しました。

または
1,600mm以上

1,200mm以上

1,600mm以上

850mm超 ※850mm以下

1,000mm以上

1,800mm以上

500mm以上

1,800mm以上

就寝設備 ※大人一人当たりの就寝設備の寸法は、長さ1800mm以上、幅500mm以上。

※着座姿勢で利用可能な水道・炊事設備は、高さ850mm以下。
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                          令和４年３月１８日 

自動車局自動車情報課 

 
 

４月１８日から新たな全国版図柄入りナンバープレートを交付します！ 
～事前申込の受付は３月２２日から開始します！～ 

 
新たな全国版図柄入りナンバープレートについて、４月１８日（月）から交付を開

始することとし、また、３月２２日（火）より事前申込の受付を開始することとしま
したので、お知らせいたします。 

本ナンバープレートは、ラグビーワールドカップ日本大会、東京２０２０大会特別
仕様ナンバープレートに続く、新たな全国版ナンバープレートとして、約５年間の期
間限定で交付する予定です。 

交付期間内であれば、車の購入時はもちろん、現在お乗りの自動車の車検時など、
いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ変更することが出来ます。 

 
１．新たな全国版図柄入りナンバープレートのデザイン 

本ナンバープレートは、「日本を元気に」というコンセプトで全国４７都道府県の
県花がデザインされています。 

 
 
 
  
     
    ＜自家用登録車＞   ＜事業用登録車＞   ＜自家用軽自動車＞ 
 
２．申込み方法  

ご自身でウェブサイト（http://www.graphic-number.jp）からお申込みいただくか、
交付窓口もしくは、お近くのディーラー・整備工場等にご相談ください。 

 
３．料金について  

新たな全国版図柄入りナンバープレートの交付料金は地域により異なります。詳し
くは、国土交通省の特設ページをご確認ください。（例：東京地区 8,000 円（2 枚一組）） 
（https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_zenkokur4/） 

  
４．交付期間  
  令和４年４月１８日～令和９年４月３０日 
 
５．寄付金の活用 
  フルカラーの図柄入りナンバープレートの申込み時にいただいた寄付金（1,000 円
以上）は、自動車事故の防止等に資する取組に活用されます。 

 ※寄付金無しの場合は、モノトーン版のナンバープレートとなります。 
 

【問い合わせ先】自動車局 自動車情報課 佐藤・柿﨑・清水 
電話：03-5253-8111（内線:41145、42103）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 
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令和４年３月３１日 

自動車局技術・環境政策課 

 

重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されます 
～「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について～ 

トラック運送事業における管理部門の負担軽減などを図るため、本年４月より、一定の

要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長する

とともに申請書面の簡素化を図ります。 

１．背景 

トラック運送事業にあっては、ドライバー不足、現場の要員確保が深刻な問題となっ

ており、事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しくもあり、管理部門の負担※軽減を望

む声も高まるなど、働き方改革の推進など官民あげて課題解決に向けた取り組みが必要

となっています。 
このため、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図

る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正を行うほ

か、所要の改正を行います。 
※ 長大又は超重量貨物を輸送するトレーラの運行に当たっては事前に車両の寸法や重量にかかる道

路運送車両の保安基準の緩和認定が必要 
※ 認定を受けた者は、認定に付された基準緩和の「期限」、「条件」、当該自動車の運行に必要な安

全・環境上の「制限」を遵守する必要 
※ 期限満了日以降も当該車両を維持して運行する場合は、緩和の「継続認定」を受ける必要 

 

２．改正概要 

（１）提出書面の一部改正 

各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。 

（２）継続緩和における緩和の期限の一部改正 
 ① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所

認定（Ｇマーク）を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継

続緩和申請について、緩和の期限を現行の４年から無期限に延長。 
※安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。 

   ② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を

現行の２年から４年に延長。 
 
 
 
 
 
 

 

３．その他所要の改正 
 
４．施行日 令和４年４月１日 

 

＜要件＞ 
Ｇマーク認定事業所が継続緩和を申請する自動車で、前回

の基準緩和認定日から継続緩和申請日までの間に重大事

故や基準緩和自動車の行政処分等がない場合。 

＜お問い合わせ先＞ 自動車局技術・環境政策課 宮下・江連 

電話：03-5253-8111（内線 42214） 

直通：03-5253-8590 FAX：03-5253-1639 

現行 改正

新　規：２年 新　規：　２年

初回の継続：３年

２回目以降：４年

新　規：２年 新　規：　２年

継　続：２年 継　続：　４年

基準緩和の期限の改正

継　続：無期限
要件を満足する自動車

その他の自動車
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令和４年５月１７日 

自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め
る政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定 

 

令和元年５月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期

日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、 

本日、閣議決定されました。 
 

１．背景  

令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）が公布され、自動車検査証を電子化することや、自動車検査

証に有効期間等を記録する事務等について国土交通大臣が一定の要件を備える者に

委託すること等ができることとなりました（以下「記録等事務委託制度」という。）。

これに伴い、改正法の施行期日等を定める等の関係政令の整備を行います。 
 

２．概要  

（１）道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は、令和４年５月 23 日とし、自

動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和５年１月１日

とします。 

（２）道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び 

経過措置に関する政令 

①道路運送車両法施行令 

記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支

局長等に委任します。 

②自動車登録令 

自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出

力方法に、「電磁的方法」を加えます。 

③その他 

改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。 

④経過措置 

軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和５年 12

月 31 日とします。  

 

３．スケジュール   

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務委託制度の準備行為関係）  

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林、 03-5253-8111（内線 42114） 
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令和４年５月２０日 
自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

道路運送車両法施行規則等の改正について 

～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました～ 
電子化された自動車検査証（以下「電子車検証」という。）の券面記載事項や ICタグの記録

事項、記録等事務の委託手続等を定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省

令が本日公布されました。 

１ 背景 

  令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）により、令和５年１月から自動車検査証を電子化するとともに、

継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務（以下「特定記録等事務」とい

う。）及び自動車検査証の変更記録に関する事務（以下「特定変更記録事務」という。）を

国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度（以下「記録等事務委託制度」

という。）が創設されました。改正法の施行に伴い、電子車検証の記載事項等や記録

等事務の委託手続等を定めました。【別紙１】 

 

２ 概要 

（１）電子車検証の記載事項等【別紙２～４】 

   電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記

載されます。一方、IC タグの記録事項は、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住

所、使用者の住所、使用の本拠の位置等となります。IC タグの記録情報の書き換えのみ

の場合（継続検査等の申請がオンラインの場合に限る。）、運輸支局等へ出頭を不要と

することが可能になります。 

※ 自動車検査証の電子化とあわせて、IC タグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコ

ンで閲覧あるいは PDF 等で出力できるよう、令和５年１月より「車検証閲覧アプリ」を提供します。

「車検証閲覧アプリ」をインストールしたユーザーに対しては、自動車検査証の有効期間の更新時

期をお知らせするサービス等を提供する予定です。 

 

（２）記録等事務の委託手続等【別紙５】 

   特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出す

ること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要

な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。 

 

３ スケジュール 

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務の委託申請受付開始） 

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

 
【問い合わせ先】 

〇自動車検査証の記載事項及び特定記録等事務（継続検査）の委託について 

国土交通省自動車局整備課 姉川、野村        03-5253-8111（内線 42424） 

〇特定変更記録事務（変更登録）の委託について 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林  03-5253-8111（内線 42114） 
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【
別
紙
１
】
電
子
車
検
証
・
記
録
等
事
務
委
託
制
度

現 行 電 子 化 後

ユ
ー
ザ
ー

車
検
証
送
付

車
検
依
頼

車
検
完
了

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

O
S
S
申
請

新
旧

車
検

証
の

交
換

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
必
要

ユ
ー
ザ
ー

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

カー
ド情

報
読

取

現 行 電 子 化 後

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

等
を実

施
可

能
とす

る
た

め
の

国
か

らの
委

託
す

る
制

度
の

創
設

１
．

自
動

車
検

査
証

の
Ｉ

Ｃ
カー

ド化
２

．
Ｉ

Ｃ
タグ

の
記

録
等

事
務

の
委

託

【 表 面( イ メ ー ジ) 】 【 裏 面( イ メ ー ジ) 】

ピ
ッ

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

O
S
S
申
請

更
新
可
能
通
知

審
査

M
O
T
A
S
更

新

車
検

証
発

行

（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

検
査

標
章

発
行

検
査
標
章
受
領

印
刷
可
能
通
知

検
査

標
章

の
印

刷

審
査

M
O
T
A
S
更

新
（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
不
要

車
検
依
頼

車
検
完
了

1

〇
令

和
5年

1月
よ

り、
自

動
車

検
査

証
を

電
子

化
す

る
とと

も
に

、継
続

検
査

に
係

る
自

動
車

検
査

証
へ

の
記

録
等

に
関

す
る

事
務

及
び

自
動

車
検

査
証

の
変

更
記

録
に

関
す

る
事

務
を

運
輸

支
局

長
等

が
一

定
の

要
件

を
備

え
る

者
（

指
定

整
備

事
業

者
、行

政
書

士
等

）
に

委
託

す
る

制
度

（
記

録
等

事
務

委
託

制
度

）
を

導
入

。な
お

、軽
自

動
車

に
つ

い
て

は
令

和
6年

1月
よ

り導
入

予
定

。
〇

これ
に

よ
り、

継
続

検
査

等
に

お
け

る
運

輸
支

局
等

へ
の

来
訪

が
不

要
とな

り、
オ

ン
ライ

ンで
完

結
した

申
請

を
実

現
。
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2

【
別
紙
２
】
電
子
車
検
証
の
仕
様

【台
紙
】

寸
法

：
縦

10
5m

m
、横

17
7.

8m
m

（
7イ

ンチ
）

紙
厚

：
15

0µ
m

（
四

六
判

11
0k

g）

【I
Cタ
グ
】

通
信

規
格

：
IS

O
/I

EC
14

44
3 

Ty
pe

A
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【
別
紙
３
】
自
動
車
検
査
証
の
券
面
記
載
事
項
と
IC
タ
グ
記
録
事
項

3

自
動
車
登
録
番
号
／
車
両
番
号

車
名
・型
式

自
動
車
の
種
別

用
途

自
家
用
・事
業
用
の
別

交
付
年
月
日

車
体
の
形
状

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力

＜
券
面
記
載
事
項
＞

原
動
機
の
型
式

軸
重
（
前
前
・前
後
・後
前
・後
後
）

型
式

乗
車
定
員
／
最
大
積
載
量

車
台
番
号

使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

長
さ
／
幅
／
高
さ

燃
料
の
種
類

車
両
重
量
／
車
両
総
重
量

初
度
登
録
年
月
／
初
度
検
査
年
月

車
両
識
別
符
号
（
車
両
ID
）
※
車
両
ご
とに
不
変
の
番
号
とし
て
電
子
化
に
伴
い
付
与

牽
引
重
量
又
は
第
五
輪
荷
重

必
要
な
整
備
を
行
うべ
き
こと
を
命
じた
自
動
車
で
あ
る
旨

破
壊
試
験
を
行
って
い
な
い
装
置
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
基
準
の
緩
和
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

道
路
維
持
作
業
用
車
の
灯
火
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

備
考
欄
情
報

被
牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
上
の
技
術
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
の
内
容
（
乗
車
定
員
等
の
制
限
）

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

青
色
防
犯
灯
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

総
重
量
7t
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
あ
って
は
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
・容
量

貸
渡
自
動
車
（
ワ
ン
ウ
ェイ
方
式
）
で
あ
る
旨

軽
自
動
車
で
最
高
速
度
60
km
/h
の
うち
、高
速
道
路
を
運
行
しな
い
も
の
で
あ
る
旨

＜
券
面
非
表
示
事
項
（
IC
タ
グ
の
み
）
＞

所
有
者
の
氏
名
・住
所

使
用
者
の
住
所

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間

使
用
の
本
拠
の
位
置

被
牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
内
容

保
安
基
準
を
緩
和
した
自
動
車
に
あ
って
は
そ
の
内
容

備
考
欄
情
報

特
区
法
の
規
定
に
よ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
内
容

牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
被
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
総
重
量

牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
で
あ
る
旨

※
下
線
の
事
項
は
、電
子
化
に
伴
い
「そ
の
旨
」の
み
を
券
面
に
記
載
し、
具
体
的
な
内
容
は
IC
タ
グ
に
記
録
す
る
も
の

現
行

の
車

検
証

情
報

は
IC

タグ
に

全
て

記
録

汎
用

の
カー

ドリ
ー

ダー
で

読
取

可
能

（
読

取
機

能
付

き
ス

マー
トフ

ォン
に

も
対

応
）
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【
別
紙
４
】
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
概
要

国
土
交
通
省

あ
な
た
の
お
車
「
品
川
3
0
0
お
1
2
3
4
」

の
車
検
の
有
効
期
間
が

近
づ
い
て
い
ま
す
。

（
有
効
期
間
*
*
年
*
*
月
*
*
日
）

電
子
車
検
証

！
通
知
！

①
「
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
」
の
提
供

②
車
検
証
有
効
期
間
更
新
時
期
の
通
知

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー

○
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

Ｐ
！

○
今

後
IC

タグ
に

記
録

され
る

こと
に

な
る

有
効

期
間

や
使

用
者

住
所

、所
有

者
情

報
に

つ
い

て
、ユ

ー
ザ

や
関

係
事

業
者

は
、車

検
証

閲
覧

ア
プ

リを
活

用
して

当
該

情
報

を
確

認
す

る
。

○
閲

覧
ア

プ
リに

よ
り、

車
検

証
情

報
の

確
認

の
ほ

か
、車

検
証

情
報

ファ
イル

の
出

力
（

PD
F等

）
や

車
検

証
情

報
以

外
の

情
報

の
確

認
等

も
可

能
に

な
る

予
定

。
○

ま
た

、車
検

証
閲

覧
アプ

リを
イン

ス
トー

ル
した

ユ
ー

ザ
ー

に
は

車
検

証
有

効
期

間
更

新
時

期
をお

知
らせ

す
る

サ
ー

ビス
を開

始
予

定
。

サ
ー
ビス
の
概
要

利
用
開
始
時
期

サ
ー
ビス
時
間

利
用
可
能
者

利
用
可
能
機
器

20
23

年
1月

～
24

時
間

36
5日

車
検

証
原

本
を

所
持

す
る

者
提

示
を

受
け

られ
る

者
PC

ス
マ

ー
トフ

ォン

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リの
概
要

・車
検

証
情

報
の

閲
覧

・車
検

証
情

報
ファ

イル
の

出
力

・リ
コー

ル
情

報
等

の
確

認
…

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
機
能

4
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【
別
紙
５
】
記
録
等
事
務
の
委
託
手
続

２
．
記
録
等
事
務
の
委
託
に
か
か
る
主
な
手
続
等

（
１
）
申
請
先
：

運
輸

監
理

部
長

又
は

運
輸

支
局

長
（

軽
自

動
車

に
係

る
記

録
等

事
務

の
委

託
を

受
け

よう
とす

る
場

合
は

、軽
自

動
車

検
査

協
会

）

（
２
）
委
託
要
件

①
当

該
事

務
を

行
うの

に
必

要
か

つ
適

切
な

能
力

を有
す

る
こと

②
適

切
な

組
織

体
制

で
あ

る
こと

③
必

要
な

設
備

等
を

有
す

る
こと

（
３
）
そ
の
他

○
標

識
の

掲
示

、検
査

標
章

の
保

管
及

び
紛

失
届

、
事

業
場

の
位

置
変

更
の

承
認

や
氏

名
等

変
更

届
、業

務
廃

止
届

等
の

手
続

○
委

託
の

解
除

手
続

き
等

１
．
記
録
等
事
務
委
託
制
度
の
対
象
手
続
等

特
定

記
録

等
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
５

）
特

定
変

更
記

録
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
６

）

(１
)対

象
手

続
継

続
検

査
変

更
登

録
、移

転
登

録
（

券
面

変
更

を伴
わ

な
い

場
合

の
み

（
例

：
所

有
者

の
氏

名
・住

所
）

）

(２
)申

請
方

式
電

子
申

請
（

O
SS

申
請

）
（

窓
口

申
請

は
対

象
外

）

5

特
定

記
録

等
事

務
行

政
書

士
又

は
行

政
書

士
法

人
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

、
（

一
社

）
全

国
軽

自
動

車
協

会
連

合
会

（
検

査
対

象
軽

自
動

車
の

み
）

、指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

特
定

変
更

記
録

事
務

行
政

書
士

又
は

行
政

書
士

法
人

自
動

車
検

査
証

へ
の

記
録

の
適

切
な

実
施

、検
査

標
章

の
保

管
・出

納
管

理
・法

令
遵

守
等

の
監

督
、連

絡
体

制
の

構
築

、記
録

事
務

責
任

者
の

選
任

等

イン
ター

ネ
ット

接
続

環
境

、パ
ソコ

ン、
プリ

ンタ
（

市
販

レー
ザ

プリ
ンタ

又
は

イン
クジ

ェッ
トプ

リン
タ（

純
正

顔
料

イン
ク）

、
個

人
を認

証
す

る
も

の
（

マイ
ナ

ンバ
ー

カー
ド又

は
gb

iz
ID

)、
IC

カー
ドリ

ー
ダ・

ライ
タ、

セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

、盗
難

防
止

措
置

等
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令和４年５月２０日 

国自情第４４号の３ 

国自整第５０号の３ 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局長 

 

 

特定記録等事務代行等委託要領の制定について 

 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）の規定により、改正後の道路

運送車両法第７４条の５第１項及び第７４条の６第１項の規定による委託に関し必要な手続その

他の行為については、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令

和４年政令第１９４号）の規定により、令和４年５月２３日より行うことが可能となったところ

であり、併せて道路運送車両法施行規則等の一部を改正し、関係法令を整備したところです。 

上記期日以降、記録等事務の委託申請をすることが可能となりますので、改正後の道路運送車

両法及び道路運送車両法施行規則等に基づく記録等事務の委託審査に関し、別紙のとおり要領を

定めましたので、傘下会員に周知をお願い致します。 

 

なお、本件につきましては、各地方運輸局長、沖縄総合事務局長及び軽自動車検査協会理事長

に別添のとおり通知していることを申し添えます。 
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1 

 

特定記録等事務代行等委託要領 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 特定記録等事務（第４条―第１７条） 

 第３章 特定変更記録事務（第１８条―第２９条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

 （適用） 

第１条 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」という。）第７４条の５第１項

の規定による継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託及び法第７４条の６

第１項の規定による自動車検査証の変更記録に関する事務の委託に関しては、同法、道路運送

車両法施行令（昭和２６年政令第２５４号）及び道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省

令第７４号。以下「施行規則」という。）の規定によるほか、この要領の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 特定記録等事務 自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に

関する事務であって、施行規則第４９条の６各号に掲げる事務に該当しないもの 

二 特定記録等事務代行者 本要領第６条の規定により、運輸支局長（運輸監理部長を含む。

以下同じ。）又は軽自動車検査協会（以下「運輸支局長等」という。）より特定記録等事務の

委託を受けた者 

三 特定変更記録事務 登録自動車の自動車検査証の変更記録に関する事務であって、施行規

則第４９条の２０に定める事務に該当しないもの 

四 特定変更記録事務代行者 本要領第２０条の規定により、運輸支局長より特定変更記録事

務の委託を受けた者 

五 委託番号 運輸支局長等が、特定記録等事務代行者又は特定変更記録事務代行者（以下「記

録等事務代行者」と総称する。）に特定記録等事務又は特定変更記録事務（以下「記録等事務」

と総称する。）を委託するときに付与する固有の番号 

六 記録等事務代行アプリ 国土交通省自動車局（以下「本省」という。）が構築し、提供する

アプリケーションであって、記録等事務代行者が記録等事務を行う際に使用するもの 

 

（委託業務に係る費用） 

第３条 記録等事務代行者は、運輸支局長等に対し、記録等事務を行うにあたって必要となる費

用又は手数料その他の金銭の支払を請求することができない。    
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第２章 特定記録等事務 

 

（申請の単位） 

第４条 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、特定記録等事務の委託の申請について、

事業場単位で申請を行うものとする。 

 

（特定記録等事務の委託の申請） 

第５条 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は、最寄りの運輸支局長に、

検査対象軽自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は、軽自動車検査協会に申

請するものとする。 

２ 前項の規定により、同時に運輸支局長及び軽自動車検査協会のいずれにも申請するときは、

登録自動車に係る事務及び検査対象軽自動車に係る事務を委託の範囲に含める旨を申請書に明

記の上、運輸支局長及び軽自動車検査協会に同時に申請するものとする。 

３ 既に軽自動車検査協会から特定記録等事務の委託を受けている場合において登録自動車に係

る特定記録等事務の委託を受けようとするとき又は法第７４条の６第１項に基づき変更記録事

務の委託を受けている場合において特定記録等事務の委託を受けようとするときは、本要領第

８条又は第２２条の規定により既に付与された委託番号を申請書に記載するものとする。 

４ 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、申請書に連絡先、メールアドレスその他の特

定記録等事務の実施にあたり必要な事項を記載して提出するものとする。 

 

（委託に当たっての審査基準等） 

第６条 運輸支局長は、特定記録等事務の委託に関する申請があった場合において、施行規則第

４９条の７の要件として、以下の（１）から（５）に適合すると認められるときは、委託するも

のとする。 

（１）特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な能力を有する者として、以下のいずれか

に該当する者であること。 

ア 行政書士の資格を有する者又は行政書士法人 

イ 行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１９条第１項ただし書に規定する総務省令で

定める者として、行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）第２０条第２項第

２号に規定される者（ただし、同号で規定される手続きの区分に限る。） 

ウ 指定自動車整備事業の指定を受けている者 

（２）特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な組織として、以下の業務を行う特定記録

等事務責任者を選任し、当該事務を確実に実施できる体制を構築していること。 

ア 自動車検査証への記録の適切な実施の管理 

イ 検査標章の保管及び出納の管理 

ウ 法令及び委託に付した条件の遵守についての必要な監督 

エ 問題が生じた場合等において運輸支局長等と確実に連絡が取れる体制の構築及び適切

な措置を講ずる等の統括管理 

（３）特定記録等事務を実施するのに必要な設備等として、以下を備えていること。 
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ア 記録等事務代行アプリを使用することが可能なパソコン 

イ アに接続し、検査標章、自動車検査証記録事項等を印刷するための機器 

ウ アに接続し、自動車検査証に搭載される IC タグをかざすことにより読取及び書換が

可能な機器 

エ インターネット接続環境 

オ 記録等事務代行アプリの使用にあたって個人を認証するもの 

（４）特定記録等事務を実施するにあたって、必要なセキュリティ対策が講じられていること。 

（５）施行規則第４９条の７第３号に掲げる者に該当しないこと。 

２ 前条第２項の規定により、登録自動車に係る事務及び検査対象軽自動車に係る事務を委託の

範囲に含める旨が明記されている場合において、前項に定める要件をすべて満たしていると認

めたときは、当該申請を受けた運輸支局長はその旨を軽自動車検査協会に通知しなければなら

ない。 

３ 運輸支局長は、軽自動車検査協会から特定記録等事務の委託に関する申請を審査するため、

申請者が第１項（１）ウに該当する者であるかについて問合せがあった場合は速やかに回答す

ること。 

 

（委託に係る事務の範囲） 

第７条 運輸支局長は、特定記録等事務代行者に対し、施行規則第４９条の６各号に掲げる事務

を委託してはならない。 

 

（委託書） 

第８条 運輸支局長は、特定記録等事務の委託をしたときは、当該特定記録等事務代行者に対し

て固有の委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書を交付するものとする。ただし、既に

当該特定記録等事務代行者が軽自動車検査協会より特定記録等事務の委託を受けているとき又

は本要領第２０条の規定により既に特定変更記録事務の委託を受けているときは、新たに委託

番号を付与せず、先に委託を受けた際に付与された委託番号を委託書に記載するものとする。 

 

（通知の方法） 

第９条 運輸支局長は、施行規則第４９条の４の規定に基づき特定記録等事務代行者に通知を行

うときは、記録等事務代行アプリを通じて通知することとする。 

 

 （特定記録等事務代行者が講じる措置） 

第１０条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の４の規定による通知を受けたときは、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 通知を受けた自動車の自動車検査証の有効期間及び自動車検査証へ記録すべき事項を記録

等事務代行アプリを使用することにより自動車検査証に記録し返付すること。 

二 通知を受けた自動車の自動車検査証の有効期間と同一の有効期間を表示した検査標章を交

付すること。 
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（検査標章の配付等） 

第１１条 運輸支局長は、特定記録等事務代行者の申請により、特定記録等事務に必要な検査標

章を配付することとする。 

２ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者から未使用の検査標章の返納があった場合はこれを回

収することとする。 

 

（検査標章の出納の記録） 

第１２条 運輸支局長は、検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作成し、前条の規定により検査

標章を配付、回収したとき又は紛失の報告を受けたときは、出納状況を記録しなければならな

い。 

２ 特定記録等事務代行者は、検査標章の受入れ、交付、き損及び紛失等を記録する検査標章授

受出納簿（事業者用）を作成し、検査標章の出納状況を適切に管理しなければならない。 

 

（特定記録等事務代行者に関する記録及びインターネットへの公開等）  

第１３条 運輸支局長は、施行規則第４９条の５第１項の規定により特定記録等事務代行者に関

する記録を作成したときは、当該記録を本省に報告しなければならない。 

２ 本省は、施行規則第４９条の５第２項の規定により特定記録等事務代行者の名称及び住所等

を、本省が管理するホームページに掲載することとする。 

３ 運輸支局長は、各運輸支局ホームページにリンクを設置するなど前項に規定するホームペー

ジを閲覧することができる状態にすることとする。 

４ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３の規定による変更の承認を行ったとき又は第４９条

の１４の規定による変更の届出があったときは、第１項の規定による記録を更新し、当該記録

を本省に報告しなければならない。 

５ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１５の規定による廃止の届出又は第４９条の１６の規定

による委託の解除を行ったときは、第１項の規定による記録を削除し、その旨を本省に報告し

なければならない。 

６ 本省は、前２項の規定による報告を受けたときは、第２項に規定するホームページに掲載し

た情報を更新又は削除することとする。 

 

（事業場の位置の変更の承認） 

第１４条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定により事業場の位置を変更

しようとするときは、本要領第５条各項の規定に準じて、変更の承認申請を行うものとする。 

２ 前項の規定により申請があったときは、運輸支局長は、本要領第６条第１項（２）、(３)及び

（４）の審査基準等に準じて審査を行い、要件を満たしていると認められる場合は承認するも

のとする。 

 

（氏名又は名称等の変更の届出） 

第１５条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定により変更の届出をすると

きは、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 
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２ 特定記録等事務代行者は、前項に定めるほか、本要領第５条第４項の規定により提出した連

絡先、メールアドレスその他の特定記録等事務の実施にあたり必要な事項に変更があった場合

は、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 

 

（委託業務廃止の届出） 

第１６条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務廃止の届出

をするときは、あらかじめ、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 

２ 特定記録等事務代行者は、前項の廃止をした場合、遅滞なく保管している検査標章を運輸支

局長に返納すること。 

 

（委託の解除等） 

第１７条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１６の規定によるほか、特定記録等事務代行者が

本要領の規定に違反したときは委託を解除することができる。 

２ 運輸支局長は、前項の解除を行った場合、当該解除を行った特定記録等事務代行者に対し、

遅滞なく保管している検査標章を返納させるものとする。 

 

第３章 特定変更記録事務 

 

（申請の単位） 

第１８条 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、特定変更記録事務の委託の申請につ

いて、事業場単位で行うものとする。 

 

（特定変更記録事務の委託の申請） 

第１９条 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、当該委託を受けようとする事務の範

囲を管轄する運輸支局長に申請するものとする。 

２ 前項の規定において、複数の運輸支局長に申請するときは、申請手続を行うにあたり利便性

の高い運輸支局長（以下「代表運輸支局長」という。）を指定した上で、複数の運輸支局長に同

時に申請するものとする。 

３ 既に運輸支局長から特定変更記録事務の委託を受けている場合において委託を受けていない

運輸支局長から委託を受けようとするとき又は法第７４条の５第１項に基づき特定記録等事務

の委託を受けている場合において特定変更記録事務の委託を受けようとするときは、本要領第

８条又は第２２条の規定により既に付与されている委託番号を申請書に記載するものとする。 

４ 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、申請書に連絡先、メールアドレスその他の

特定変更記録事務の実施にあたり必要な事項を記載して提出するものとする。 

 

（委託に当たっての審査基準等） 

第２０条 運輸支局長は、特定変更記録事務の委託に関する申請があった場合において、施行規

則第４９条の２１の要件として、以下の（１）から（５）に適合すると認められるときは、委託

するものとする。ただし、複数の運輸支局長へ同時に申請があった場合は前条第２項に規定す
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る代表運輸支局長が審査し、他の運輸支局長は次項の規定により代表運輸支局長から通知を受

けてから審査するものとする。 

（１）特定変更記録事務を実施するのに必要かつ適切な能力を有する者として、行政書士の資

格を有する者又は行政書士法人であること。 

（２）特定変更記録事務を実施するのに必要かつ適切な組織として、以下の業務を行う特定変

更記録事務責任者を選任し、当該事務を確実に実施できる体制を構築していること。 

ア 自動車検査証への記録の適切な実施の管理 

イ 法令及び委託に付した条件の遵守についての必要な監督 

ウ 問題が生じた場合等において運輸支局長と確実に連絡が取れる体制の構築及び適切な

措置を講ずる等の統括管理 

（３）特定変更記録事務を実施するのに必要な設備等として、以下を備えていること。 

ア 記録等事務代行アプリを使用することが可能なパソコン 

イ アに接続し、自動車検査証記録事項を印刷するための機器 

ウ アに接続し、自動車検査証に搭載される IC タグをかざすことにより読取及び書換が

可能な機器 

エ インターネット接続環境 

オ 記録等事務代行アプリの使用にあたって個人を認証するもの 

（４）特定変更記録事務を実施するにあたって、必要なセキュリティ対策が講じられているこ

と。 

（５）施行規則第４９条の２１第３号に掲げる者に該当しないこと。 

２ 前条第２項の規定により、申請者が複数の運輸支局長に対して委託の申請をした場合におい

て、代表運輸支局長は、前項に定める要件をすべて満たしていると認めたときは、その旨を申

請があった他のすべての運輸支局長に通知しなければならない。 

 

（委託に係る事務の範囲） 

第２１条 運輸支局長は、特定変更記録事務代行者に対し、施行規則第４９条の２０に掲げる事

務を委託してはならない。 

 

（委託書） 

第２２条 運輸支局長は、特定変更記録事務の委託をしたときは、当該特定変更記録事務代行者

に対して固有の委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書を交付するものとする。ただし、

既に当該特定変更記録事務代行者が本要領第６条の規定により特定記録等事務の委託を受けて

いるとき又は本要領第２０条の規定により他の運輸支局長から特定変更記録事務の委託を受け

ているときは、新たに委託番号を付与せず、先に委託を受けた際に付与された委託番号を委託

書に記載するものとする。 

 

（通知の方法） 

第２３条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１８の規定に基づき特定変更記録事務代行者に通

知を行うときは、記録等事務代行アプリを通じて通知することとする。 
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 （特定変更記録事務代行者が講じる措置） 

第２４条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の１８の規定による通知を受けたとき

は、通知を受けた自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を記録等事務代行アプリを

使用することにより自動車検査証に記録し返付しなければならない。 

 

（特定変更記録事務代行者に関する記録及びインターネットへの公開等）  

第２５条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１９第１項の規定により特定変更記録事務代行者

に関する記録を作成したときは、当該記録を本省に報告しなければならない。 

２ 本省は、施行規則第４９条の１９第２項の規定により特定変更記録事務代行者の名称及び住

所等を、本省が管理するホームページに掲載することとする。 

３ 運輸支局長は、各運輸支局ホームページにリンクを設置するなど前項に規定するホームペー

ジを閲覧することができる状態にすることとする。 

４ 運輸支局長は、施行規則第４９条の２６の規定による変更の承認を行ったとき又は第４９条

の２７の規定による変更の届出があったときは、第１項の規定による記録を更新し、当該記録

を本省に報告しなければならない。 

５ 運輸支局長は、施行規則第４９条の２８の規定による廃止の届出又は第４９条の２９の規定

による委託の解除を行ったときは、第１項の規定による記録を削除し、その旨を本省に報告し

なければならない。 

６ 本省は、前２項の規定による報告を受けたときは、第２項に規定するホームページに掲載し

た情報を更新又は削除することとする。 

 

（事業場の位置の変更の承認） 

第２６条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２６の規定により事業場の位置を変

更しようとするときは、本要領第１９条各項の規定に準じて、変更の承認申請を行うものとす

る。 

２ 前項の規定により申請があったときは、運輸支局長は本要領第２０条第１項（２）、（３）及

び（４）の審査基準等に準じて審査を行い、要件を満たしていると認められる場合は承認する

ものとする。 

 

（氏名又は名称等の変更の届出） 

第２７条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２７の規定により変更の届出をする

ときは、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 

２ 特定変更記録事務代行者は、前項に定めるほか、本要領第１９条第４項の規定により提出し

た連絡先、メールアドレスその他の特定変更記録事務の実施にあたり必要な事項に変更があっ

た場合は、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 

 

（委託業務廃止の届出） 

第２８条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２８の規定による委託業務廃止の届

出をするときは、あらかじめ、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 
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（委託の解除等） 

第２９条 運輸支局長は、施行規則第４９条の２９の規定によるほか、特定変更記録事務代行者

が本要領の規定に違反したときは委託を解除することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は令和４年５月２３日から施行する。 
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令和４年５月２０日 
国自整第５２号の３ 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 
国土交通省自動車局整備課長 

 
特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 
 
 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為として本年

５月２３日より可能となる委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年

５月２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定

記録等事務」について別添のとおり運用することとしましたので、傘下会員に周知をお願い致し

ます。 
なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 
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特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用 

 
 
局長通達第５条 

・ 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は最寄りの運輸支局長に、別

記様式１の申請様式により申請するものとする。 
なお、自動車検査登録事務所に申請書が到達した場合は、当該自動車検査登録事務所を管

轄する運輸支局長あてに当該書面を送付するものとする。 
・ 申請様式には運輸支局長からの各種通知を受けるためのメールアドレス、本申請に係る担

当者の氏名及び連絡先電話番号を記載するものとする。 
・ 委託書の交付は、申請を受理した日から概ね３０日程度で行うものとする。 

 
局長通達第６条 

・ （１）のアからウのいずれかに該当する者であることの確認方法については以下のとおり

とする。 
（アについて） 

行政書士の資格の確認については、行政書士証票の写しの添付をもって行うものとす

る。また、行政書士法人の確認にあたっては、登記事項証明書の写し又は定款の写しの添

付をもって行うものとする。 
（イについて） 

    定款の写しの添付をもって確認するものとする。 
  （ウについて） 
    申請書に記載された指定整備工場コードを指定自動車整備事業者台帳により確認するも

のとする。 
・ （２）の要件を満たしていることの確認については、別記様式１に添付される添付資料１

により行うものとする。 
なお、「特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な組織」の具体的な要件は、特定

記録等事務を行うために必要な法令や通達、委託条件を理解したうえでアからエの業務を

行うとともに、当該事務にあたる者への周知や指導を実施できる者を特定記録等事務責任

者として選任し、適切かつ確実に当該業務にあたることができる体制を整えているもので

あることに留意するものとする。 
・ （３）及び（４）の要件を満たしていることの確認については、別記様式１に添付される

添付資料１により行うものとする。 
・ （５）の確認については、別記様式１に添付される添付資料２により行うものとする。 

 
局長通達第８条 

・ 運輸支局長は、特定記録等事務の委託をしたときは、当該特定記録等事務代行者に対して

あらかじめ本省から割り当てられた委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書（別記様
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式２）を交付するものとする。 
・ 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする申請と検査対象軽自動車に係る

特定記録等事務の委託を受けようとする申請が同時に行われた場合は、運輸支局長は委託を

する際に記載する委託番号を速やかに軽自動車検査協会に対して通知するものとする。 
・ 委託書の発行は運輸支局長、軽自動車検査協会がそれぞれ行うものとする。 
 

 
局長通達第１１条 

・ 特定記録等事務代行者は、検査標章配付申請書兼受領書（別記様式３）に申請年月日、申

請者名、配付希望枚数等の必要事項を記入し、委託を受けた運輸支局長に提出しなければな

らない。その際、委託書の写し及び検査標章授受出納簿（事業者用）の写し（初回申請時を

除く）を提示するものとする。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受

けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を管轄する運輸支局長に提出し

なければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、検査標章を受領した場合は、検査標章配付申請書兼受領書（別

記様式）の受領者氏名欄に記名しなければならない。特定記録等事務責任者は、受領した検

査標章の数量等を確認し、検査標章授受出納簿（事業者用）（別記様式４）に必要事項を記入

したうえで、事業場において紛失、盗難等がないように厳重に保管しなければならない。 
・ 運輸支局長は、検査標章を特定記録等事務代行者に配付する際は、次に掲げる確認等を行

うこととする。 
一 特定記録等事務代行者から提出された検査標章配付申請書兼受領書に記載の不備等が

ないか確認すること。 
二 希望枚数算出根拠が適切であるかを確認し、希望枚数を配付すること。希望枚数算出根

拠が不適切であることが判明したときは、配付しないものとする。この場合において、希

望枚数が当該事業場の前年度同時期における３ヶ月間の継続検査業務量に１．１を乗じた

値（１００未満切り上げ）を超える場合（直近３ヶ月の間に複数回申請があった場合は、

その配付枚数を含めて判断するものとする。）は、希望枚数算出根拠が不適切であるものと

して補正を求めるものとする。なお、前年度の実績が無い場合や事業規模の変更等により、

業務量の変化が見込まれる場合等は、使用予測枚数及びその理由を記載させるものとする。

検査標章を配付する枚数は、在庫状況や申請者の残枚数を考慮し、調整することができる。 
三 検査標章授受出納簿（運輸支局用）（別記様式５）に必要事項を記入すること。 

・ 運輸支局長は、自動車検査登録事務所において検査標章を特定記録等事務代行者に配付す

ることを妨げないものとする。この場合、配付の申請を行う特定記録等事務代行者は、検査

標章配付申請書兼受領書を施行規則第４９条の４第１項第１号の申請を行う自動車検査登録

事務所１か所に提出しなければならない。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務の

み委託を受けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を管轄する自動車検

査登録事務所に提出しなければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、検査標章を紛失したときは、直ちに、その年月日、枚数及び理

由その他必要事項を検査標章紛失届出書（別記様式６）に記入し、特定記録等事務の委託を
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受けた運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、検査対象軽自動車に係る

特定記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者にあっては、軽自動車検査協会

に届け出なければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、き損した検査標章を検査標章授受出納簿（事業者用）とともに

保存し、印刷前の検査標章で不良のものがあった場合は運輸支局長に返納しなければならな

い。 
・ 運輸支局長は、提出があった検査標章配付申請書兼受領書を提出された日の属する年度の

翌年度の末日まで保存しなければならない。 
・ 運輸支局長は、返納された検査標章を確認し、同様の不良の形態が頻発している場合は本

省に報告することとする。なお、本省に報告する必要がないと判断した検査標章については、

運輸支局において適切に廃棄するものとする。 
 
局長通達第１２条 
・ 運輸支局長は、「自動車検査業務実施要領について（依命通達）（昭和３６年１１月２５日

付け自車第８８０号）」別添「自動車検査業務実施要領」６－１に規定されている検査標章授

受出納簿以外に特定記録等事務代行者に係る検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作成し、

検査標章の出納状況を明確に記録しておかなければならない。 
・ 運輸支局長は、自動車検査登録事務所に対し、前項に規定する方法により記録させ、検査

標章納入予定月の前月１０日までに出納状況を報告させるものとする。 
・ 運輸支局長は、返納された検査標章の枚数を検査標章授受出納簿（運輸支局用）に記入す

ること。 
・ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者に、検査標章授受出納簿（事業者用）を作成させ、検

査標章の出納状況を明らかにさせることとし、作成に当たっては、受入れ、交付、き損、紛失

等出納事由を明らかにさせるものとする。 
・ 特定記録等事務代行者は、作成した検査標章授受出納簿（事業者用）を記録した日の属する

年度の翌々年度の末日まで保存しなければならない。 
 
局長通達第１３条 

・ 運輸支局長は、令和４年１２月２日までに委託した特定記録等事務代行者に係る施行規則

第４９条の５第２項の各号に定める事項の他、委託番号、電話番号を別記様式７の報告様式

に記載のうえ令和４年１２月９日までに本省に報告するものとする。 
   また、令和４年１２月３日以降、書面による申請により委託した特定記録等事務代行者に

ついては、令和５年１月３１日までに別記様式７により報告するものとする。 
・ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３及び第４９条の１４に規定する変更があった場合

は、当該変更後の内容を報告様式に記載し、令和４年１２月９日又は令和５年１月３１日の

うち先に到来する日までに本省に報告するものとする。 
・ 令和４年１２月９日までに本省に報告があったものについては、本省は令和５年１月４日

から記録等事務代行アプリを使用できるように所要の作業を行う。また、令和５年１月３１

日までに本省に報告があったものについては、令和５年２月２０日から記録等事務代行アプ
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リを使用できるように本省において所要の作業を行う。 
 
局長通達第１４条 

・ 特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、概ね３０日前までに

別記様式８により申請を行うものとする。 
・ 運輸支局長は、変更申請があったときは、局長通達第４条及び第５条の運用に準じて処理

を行うものとし、承認後は特定記録等事務代行者に対し変更承認書（別記様式９）を交付す

るものとする。 
 
局長通達第１５条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変更をしようとするとき

は、概ね７日前までに別記様式８により届出を行うものとする。 
 
局長通達第１６条 

・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務の廃止をしよう

とするときは、概ね７日前までに別記様式１０により届出を行うものとする。 
 

 
 
準備行為期間後の本通達の取扱いについて 

・ 令和５年１月からはオンラインでの申請等が可能となるため、別途オンライン申請に係る

局長通達の運用についての通達を発出予定であるが、一部令和５年１月時点においてオンラ

イン化していない手続きについては当分の間本通達によることとする。 
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